
用地測量業務特記仕様書

（趣旨）

第１条 この特記仕様書は、「埼玉県土木工事委託業務実務要覧」「埼玉県測量作業共通仕

様書」に定めるもののほか、本業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

（適用）

第２条 この特記仕様書は、次の委託業務に適用する。

・委 託 名：（仮称）下小鹿野児童遊園地駐車場用地測量業務委託

・業務箇所：秩父郡小鹿野町下小鹿野地内

２ 受注者は、業務の達成のために実施する測量作業にかかる測量方法及び精度管理につ

いて、別に定めがない限り「埼玉県公共測量作業規定」に準じて行なうものとする。

（業務の目的）

第３条 受注者は、前条に規定する業務箇所について、小鹿野町が児童遊園地駐車場の敷地

として新たに必要とする土地の測量、調査を実施するものとする。

２ 受注者は、前項に規定する箇所について、「埼玉県土木工事委託業務実務要覧令和7年」

にある「第６ 参考編 用地測量特記仕様書」に準じて業務を実施するものとする。

（個人情報の取り扱いについて）

第４条 受注者は、別紙「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務を遂行しなければならな

い。

（関連資料の貸出し）

第５条 受注者は、業務の遂行に当たり必要となる関連資料について、発注者の指示する

ところにより適正に使用し、当該資料を一定の期間をもって使用する場合は、目録を作成の

うえ借用書を提出するものとする。

（その他）

第６条 受注者は、その他疑義が生じた事項について、発注者と協議するものとする。


